
プチいわき暮らし応援プラン

福島県の東南端に位置するいわき市は、穏やかな気候に恵まれた住みやすいまちです。

阿武隈山系の標高500～700mのなだらかな山、それを源とする夏井川、鮫川等の本・支流に
見られる渓谷美、約60kmにおよぶ海岸線など、多彩な自然に恵まれています。

白水阿弥陀堂、勿来の関などの史跡やアクアマリンふくしま、塩屋埼灯台、マリンタワー、
石炭・化石館などの施設、日本三古泉のひとつである湯本温泉もいわき市の自慢です。

IWAKIふるさと誘致センターが主催する「プチいわき暮らし応援プラン」は、いわきの雰囲気を
感じたい、いわき暮らしを試したい方の宿泊費用を一部補助する事業です。

対 象 者 ◆いわき市への移住を検討されている方
◆県外在住で、いわき市内で就職活動を行い、企業訪問 ・ 面接等を予定されて
いる方

◆IWAKIふるさと誘致センターへ「移住相談者」としてご登録いただける方
滞在期間中にセンターに来所の上、面談(1時間程度)を受けていただける方

いわき市内の宿泊施設

宿泊費の 8割 を補助します （補助上限 8,000円/日）

※ご利用にあたっての留意事項については裏面をご確認ください。

申込書に必要事項をご記入の上、FAXもしくは電子メールにてお申込みください
※面談の日程調整が必要となりますのでご宿泊日の15日前迄にお申込みください。

※キャンセルを希望される場合は、宿泊施設に直接ご連絡ください。時期によって
は、キャンセル料が発生する場合もございますので、予めご了承ください。

事 業 概 要

対象宿泊施設

宿泊補助

キャンセルについて

お申込みについて

詳細については裏面をご覧ください。
主催：IWAKIふるさと誘致センター
いわき市平字田町120ラトブ６階
TEL：0246-25-9151



「プチいわき暮らし応援プラン」へのお申込みについて

①お申込み方法 （宿泊日の1５日前迄に提出）
⇒ ＦＡＸでの申込み・・・必要事項をご記入の上、事務局（0246-25-9155）まで送信ください。

⇒ 申込フォームでの申込み・・・必須項目を入力の上、送信ください。

②受付・確認
お申込内容を事務局で確認させていただき、追って担当者よりご連絡させていただきます。
面談の日程を決定したのち、いわき市内の宿泊施設をご予約ください。

③ご宿泊・面談
いわき市滞在中に、当センター職員との面談を実施いたします。
※面談は福島県いわき合同庁舎、いわき商工会議所のいずれかで実施いたします。その際に「移住相談登録票」
を作成し、相談者登録を行っていただきます。

※面談は原則、休祝日を除く、平日（8:30～17:15）に行います。休祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
※宿泊費の補助にあたり、領収証および宿泊明細（宿泊証明書類）、振込用口座情報をご提出いただきます。
※面談日が宿泊前、宿泊期間中等にあたる場合、滞在終了後、宿泊証明書類の写しをメールにて事務局まで
ご送付ください。（メールでの送付が困難な場合はFAXでも可）

④補助金のお振込み
ご提出いただいた領収証および宿泊明細（宿泊証明書類）を事務局にて精査したのち、補助対象となる金額の
８割（1泊あたり上限8,000円）を、ご指定の金融機関の口座にお振込みいたします。

「プチいわき暮らし応援プラン」申込書 FAX番号 0246-25-9155

①宿泊費とは、各宿泊施設が提供する1泊朝食付プランを指し、プラン外の食事や各種サービス（※）の追加に関
しては補助対象外となります。
（※）ルームサービス料、マッサージ料、駐車料金等

②GO TOトラベル、福島県民割との併用は不可となります。
③小学生以下のお子様の宿泊費については、費用が発生した場合、全額を当プランで負担致します。
④ご利用はゴールデン・シルバーウィーク、年末年始、お盆期間などの繁忙期を除きます。
⑤原則として、年度内の利用上限は１人3泊までとし、2人以上でのご利用の場合は、上限9泊となります。
⑥補助金のお振込みについては、宿泊証明書類のご提出から最大１か月程度お時間をいただく可能性があります。
⑦キャンセルを希望される場合は、宿泊施設に直接ご連絡ください。時期によってはキャンセル料が発生する場

合も ございますので、予めご了承ください。

ご 利 用 に あ た っ て の 留 意 事 項


